
京都大学法学部 2025 年度後期 国際機構法（濵本） 
第 2 部 8. 紛争処理（1）――国際機構と構成国との紛争 

1 
 

 これまでに見た事例に現れているように、国際機構の活動に関して紛争が生じる例は

当然ながら珍しくない。その場合に、どのような紛争処理手続が利用可能だろうか 1。

まず、国際機構と構成国との間で紛争が生じる場合をみてみよう。 
 
１．訴訟手続の利用 

（１）国家間訴訟への変形 

 既に一度見た国際民間航空条約は、84 条において条約の解釈適用に関する紛争につ

き一条約当事国が他の条約当事国を相手に ICJ に提訴できると定めている（84 条に“the 

Permanent Court of International Justice”と書かれていることについては、ICJ 規程 37 条を参照）。

インド・パキスタン紛争の中でインドがパキスタン航空機のインド上空飛行を停止した

ことについてパキスタンが ICAO 理事会に訴え（これも国際民間航空条約 84 条に基づく）、

インドが ICAO 理事会は当該問題を扱う権限は持たないと主張したのに対し、ICAO 理

事会は自らの権限を肯定した。その理事会決定に対する「上訴」がインドにより ICJ に
なされたのが ICAO 理事会の管轄権に関する上訴事件（1972 年判決）2である。国際民間

航空条約 84 条に基づく事案は最近頻発しており、2020 年に 2 つの判決（国際民間航空条

約 84 条に基づく ICAO 理事会の管轄権に関する上訴事件、国際航空業務通貨協定 II 条 2 項に基

づく ICAO 理事会の管轄権に関する上訴事件）3が出たほか、2025 年 12 月現在 2 件係属中

である（イラン対カナダ他、ロシア対オーストラリア・オランダ）。 
 ICJ の訴訟手続において国家以外のものが当事者になり得ない（ICJ 規程 34 条）ことを

考えると、このように国際機構の権限に関する紛争を国家間紛争の形式に置き換えて

ICJ に持ち込むのは確かに一つの考え方である。しかし、国際機構に関する紛争を国家

間紛争に「変型」して処理するという方式は、多くの国際機構設立文書においては採用

されていない。なぜだろうか。 
 ロッカビー事件（事実関係の詳細につき、シラバスに示した判例集参照 4）を例に考えてみ

よう。この事件では、航空機爆破行為の被疑者を引き渡すことを米英がリビアに対して

求め、リビアがこれを拒否した 5。安保理は決議 731 (1992)を採択し、米英の引き渡し

 
1 国際紛争処理一般については、国際法（対人管轄・紛争）で学ぶ。参照、酒井啓亘（ほか）

『国際法』（有斐閣、2011 年）第 4 編第 4 章。 

2 日本語での評釈は、波多野里望・尾﨑重義（編著）『国際司法裁判所 判決と意見 第二巻

（1964-93 年）』（国際書院、1996 年）、内ヶ崎善英「ICAO 事件再考」法学新報 98 巻 3・4 号

（1991 年）121 頁。 

3 日本語での評釈として、中島啓「判例研究・国際司法裁判所」国際法外交雑誌 119 巻 4 号

（2020 年）576 頁。 

4 さらに詳しくは、松田竹男「リビアに対する強制措置」静岡大学法経研究 42 巻 1 号（1993
年）33 頁。 

5 犯罪人引渡については国際法（総論・領域）で学んでいる。参照、酒井啓亘ほか『国際法』

http://www.icao.int/publications/Pages/doc7300.aspx
http://www.icj-cij.org/en/statute
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/54/054-19720818-JUD-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/173/173-20200714-JUD-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/173/173-20200714-JUD-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/174/174-20200714-JUD-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/174/174-20200714-JUD-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/case/198
https://www.icj-cij.org/case/201
https://undocs.org/S/RES/731(1992)
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW86291437
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00087440
https://doi.org/10.60340/kokusaihogaikozasshi.119.4_576
http://doi.org/10.14945/00008636
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要求に応えることを求めた（決議 2 項・3 項）6。 
 そこで、リビアは、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関するモントリオー

ル条約（国連テロ関連条約サイトの 3 番目の条約）14 条 1 項に基づき、アメリカ合衆国とイギ

リスとを相手取り、国際司法裁判所に提訴した。同条約 5 条によれば、各条約当事国は

航空機に対する不法行為に対して管轄権を設定するとされており、同条約当事国たるリ

ビアにもその権限があるため、リビアに対して引き渡しを求めるのは条約違反だ、と主

張したのである。 
 すると、リビアによる提訴後、安全保障理事会は決議 748 (1992)を採択した。読めば

わかるとおり（とりあえず前文と本文 1 項のみ読めば良い）、「平和に対する脅威」の認定がなさ

れ、国連憲章 7 章に基づいて「決定」がなされている。ここまでに何度も出てきている

ように、これは、国連憲章 25 条に基づき、リビアが決議本文 1 項に定められた義務を

負うことを意味する。と同時に、国連憲章 103 条によれば、安保理決議上の義務がモン

トリオール条約上の義務に優先するように読める。つまり、米英は、リビアによる国際

司法裁判所提訴を実質的に無意味化すべく、決議 748 を採択させた、と考えることがで

きる。そこで、リビアは、安保理決議 748 は国連憲章 1 条 1 項・2 条 7 項に違反し、リ

ビアに対して対抗できない、と主張した。リビアは、裁判所に提出した申述書 7におい

て、次のように述べる(p. 222)。 

 

 
【仮訳】理事会は、とりわけ平和に対する脅威の認定について裁量を有する。しかし、

 
（有斐閣、2011 年）第 5 編第 6 章第 3 節 2。 

6 決議前文 6 段に言及されている仏・米・英の要求については、U.N. Doc. S/23306 (1991)
（仏）、S/23308 (1991)（米）、S/23309 (1991)（英）を参照。フランスは、被疑者の引き渡しまで

は求めていない。 

7 リビアが裁判所に提出した申述書（Mémoire）は、裁判所サイトからダウンロードできる。 

https://www.un.org/counterterrorism/international-legal-instruments
https://undocs.org/S/RES/748(1992)
https://undocs.org/S/23306
https://undocs.org/S/23308
https://undocs.org/S/23309
http://www.icj-cij.org/en/case/88/written-proceedings
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それは、理事会が恣意的に認定をなすことを認めるものではない。 

 このことは、平和に対する脅威が理事会による憲章第 7 章の援用を制約するという

ことでは全くない。そうではなく、平和に対する脅威がある場合に、その場合にのみ、

理事会は第 7 章に基づいて行動する権限を有するのである。すなわち、理事会が、第 7

章により与えられた権限を行使するというだけの目的のために平和に対する脅威があ

るとすることは認められないのである。 

 このように、ある事態が平和に対する脅威とされるのはその事態そのものの性質故

にであって、第 7 章により認められる措置を執ることを安保理に認めるためにではな

い。 

 このように、争点の一つは、決議 748 が前文において「平和に対する脅威」を認定し

たことが国連憲章 39 条の解釈として正当化されるかどうか、すなわち、安全保障理事

会は自らに与えられた権限を適法に行使したかどうかであった。これに対し、イギリス・

アメリカは、安保理のみがその認定を行い得るのであって、国連憲章 25 条・103 条によ

り、モントリオール条約と安保理決議 748 (1992)とが矛盾する場合には安保理決議 748 
(1992)が適用されるため、リビアの請求は受理不可能(inadmissible)8であると主張した 9。 
 裁判所は、先決的抗弁判決において、以下のように述べた（対イギリス事案のみ挙げる）。 

 
8 「裁判所の管轄権なし」という判決と「原告請求の受理可能性なし」という判決とは実務上

ほぼ同様の結果を生ぜしめるが、全く同一というわけでもない。この違いは国際法（対人管

轄・紛争）で学ぶ。 

9 Preliminary Objections of the United Kingdom, June 1995, paras. 4.65-4.66. これも注 7 のリンク先

からダウンロードできる。Preliminary Objections submitted by the United States of America, 20 June 
1995, para. 4.26. 米の書面はこちら。 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/88/088-19980227-JUD-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/89/preliminary-objections
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ただし、ここでは「裁判所はこの問題について判断を示すことができる」と述べただけ

で、どのように判断するかは本案判決に先送りされた。 
 本件では、リビアが米英を相手に訴えた国家間訴訟で、安保理の権限行使の適法性が

争われている。ここから、以下のような問題が生じる 10。 

 安保理は国際の平和と安全の維持のための主要機関である（国連憲章 24 条 1 項）。

本件では、憲章 39 条に基づき、平和に対する脅威の認定がなされている（決

議 748 前文）。この場合、国際司法裁判所は、安保理が当該事態を扱っている間、

手続を停止すべきではないか？ 
 安保理も国際司法裁判所も国連の主要機関である（憲章 7 条）。同格の機関が同

格の機関の行為の有効性を審査することはできないのではないか？ 
 安保理の行為の有効性が争われているのであれば、本件手続への安保理の参加

なしに国際司法裁判所が審査することはできないのではないか？11 
 審査できるとしても、安保理の行為には有効性の推定が働くのであり、国連憲

章 25 条・103 条に基づき、リビアの請求を棄却すべきではないか？ 
 しかし、そうしてしまうと、安保理が国際司法裁判所における手続をいつでも

覆せることを認めてしまうことになる。それは、「主要な司法機関」（憲章 92 条）

としての国際司法裁判所の地位の自己否定ではないか？ 

 
10 杉原高嶺「同一の紛争主題に対する安全保障理事会と国際司法裁判所の権限」杉原高嶺

（編）『（小田滋先生古稀祝賀）紛争解決の国際法』（三省堂、1997 年）503 頁、内ヶ崎善英「国

際司法裁判所と安全保障理事会の権限配分」法学新報 96 巻 7・8 号（1990 年）139 頁、永田高

英「紛争解決における国際司法裁判所と安全保障理事会の関係――ロッカビー事件を中心とし

て」早稲田法学 74 巻 3 号（1999 年）163 頁、何鳴「同一紛争事件の解決における安全保障理事

会と国際司法裁判所」文教大学国際学部紀要 12 号（2001 年）17 頁、高橋明子「ICJ 司法機能

の制約と可能性――並行的機能遂行説の限界」国際公共政策研究 11 巻 1 号（2006 年）273 頁。 

11 国際機構ではなく国家との関係においてではあるが、参照、杉原高嶺「国際司法裁判におけ

る第三者法益原則」法学論叢 144 巻 4・5 号（1999 年）21 頁、山形英郎「国際司法裁判所にお

ける第三者法益原則の誕生：貨幣用金事件」（大阪公立大学）法学雑誌 69 巻 3・4 号（2024
年）35 頁。 

https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00155962
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00087440
http://hdl.handle.net/2065/2361
http://hdl.handle.net/2065/2361
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/3827
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/3827
https://hdl.handle.net/11094/11136
https://hdl.handle.net/11094/11136
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00087445
https://doi.org/10.24729/0002000753
https://doi.org/10.24729/0002000753
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 では、決議 748 を違法無効と判断すべきか？ 法的な理由付けは可能か？ 可

能だとして、恐るべき政治的結果を招来してしまわないか？ 

 結局、国際司法裁判所は手続を引き延ばし、リビア・米英とも急がなかったため、裁

判外での和解が成立し、本件について国際司法裁判所が本案判決を下すことはなかった

（国際司法裁判所規則 88 条・89 条）。しかし、このような事案が再び ICJ に持ち込まれる

可能性はある。 
 
（２）国際機構を当事者とする国際司法裁判所での訴訟 

 ICJ 規程 34 条は、国家のみが ICJ において紛争当事者となることができると定める。

これは、PCIJ 規程作成当時に私人を排除する目的で定められた規定であるが、現時点で

より重要なのは国際機構がこの規定により排除されていることである。 
 国際機構も当事者となれるように規程 34 条を改正すべきとの主張は国連憲章（従っ

て ICJ 規程。参照、国連憲章 92 条）作成時から見られていた。しかも、1949 年国連損害賠

償勧告的意見を受けて採択された国連総会決議 365(IV)は、 

 

としており、国連が少なくとも仲裁手続においては申立人（原告）になり得ることが明

確になった。そこで、ICJ 規程 34 条を改正して国際機構も国際司法裁判所において紛争

当事者となれるようにすべきとの意見がより強くなった（1954 年 Institut de droit 

international 決議 6 項、1956 年 International Law Association 決議（国連のみ）12。いずれも学会の

決議）。1997 年には、国連総会の下に設置された国連憲章および機構の役割の強化に関

する委員会に、ICJ 規程 34 条の改正案がグアテマラにより提出された。しかし、国連総

会は、決議 52/161 により、国連憲章・ICJ 規程の改正が不要な範囲での検討を進めると

述べた。そして、その後議論は進んでいない。なぜ、国際機構（あるいはせめて国連）の

ICJ における紛争当事者資格は現在に至っても認められないのだろうか。 
 

 
12 International Law Association, Report of the Forty-seventh Conference held at Dubrovnik, 1956, p. 
104. ILA のレポートは、学外からでも HeinOnline で利用できる。 

https://www.icj-cij.org/en/rules
http://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://undocs.org/en/A/RES/365(IV)
http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1954_aix_03_fr.pdf
http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1954_aix_03_fr.pdf
http://legal.un.org/committees/charter/
http://legal.un.org/committees/charter/
https://undocs.org/en/A/AC.182/L.95/Rev.1
https://undocs.org/a/res/52/161
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/erdb/13505
https://heinonline.org/HOL/Index?index=ilarc/ilarc&collection=intyb
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２．仲裁 

 

 訴訟手続が利用できない場合であっても、仲裁 13は可能である。ただし、これは仲裁

を認める明文規定（例、国連と米国との国連本部協定 8 条 21 項）があるか、紛争が生じた

後に仲裁で処理することについての個別の合意かのいずれかが必要であり、実例は少な

い。2022 年に、常設仲裁裁判所（国際機構である 14）とオランダとの間で本部協定に基づ

く仲裁手続が申し立てられている 15。仲裁裁判所が仲裁の当事者になるという稀有な紛

争である。 
 
３．国際金融機構における手続 

 

 IMF 協定 29 条、IBRD 協定 9 条、アフリカ開発銀行協定 61 条など、国際金融機構に

は特有の手続が定められている。どういう意味において特有であり、なぜそのような手

続が定められているのだろうか。 
 
４．勧告的意見 

 
 ここまでに述べた手続は法的拘束力ある判断が得られるものである。しかし、上に見

たとおり、現実にはこれら手続で紛争を処理することは容易でない。残された手段は、

ICJ の勧告的意見である 16。勧告的意見は拘束力を持たないが（詳しくは国際法（対人管

 
13 仲裁については国際法（対人管轄・紛争）で学んでいる。詳しくは、酒井啓亘ほか『国際

法』（有斐閣、2011 年）349 頁以下。 

14 常設仲裁裁判所は 1899 年の国際紛争処理条約（英訳）に基づき設立されている（20 条）。第

1 回講義で学んだように、その時点においては国際機構概念は確立しておらず、同条約や、も

う一つの根拠条約である 1907 年の国際紛争処理条約（英訳）においても（41 条）、常設仲裁裁

判所が国際機構であることは明記されていない。常設仲裁裁判所については、マックスプラン

ク国際法辞典の記事を参照されたい。 

国際機構たる国際裁判所の例としては、国際海洋法裁判所（国連海洋法条約附属書 VI〔＝国際

海洋法裁判所規程〕19 条、国連海洋法裁判所特権免除条約前文）や国際刑事裁判所（国際刑事

裁判所規程 4 条）がある。国際司法裁判所は国連の主要機関であり（国連憲章 7 条 1 項、92
条）、それ自体としては国際機構ではない。 

15 Settlement of disputes to which international organizations are parties: Memorandum by the 
Secretariat, A/CN.4/764, pp. 16-17. 常設仲裁裁判所に多くの事案が係属するようになり、平和宮

の中でさらに多くの部屋を常設仲裁裁判所に割り当てるよう同裁判所が求めているのにオラン

ダ政府が協力しない、というのが常設仲裁裁判所の主張のようである（オランダ外務大臣発オ

ランダ議会宛書簡〔2022 年 6 月 13 日〕）。2025 年 12 月現在仲裁手続は係属中のようである。 

16 国際海洋法裁判所にも勧告的意見制度があり、国際海底機構が意見を求めることができる

（国連海洋法条約 191 条）。この規定に基づき、深海底活動保証国の責任・義務に関する勧告的

意見が 2011 年に出されている。この意見については、薬師寺公夫「深海底活動に起因する環境

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2011/volume-11-I-147-English.pdf
https://pca-cpa.org/en/about/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/
http://pubdocs.worldbank.org/en/722361541184234501/IBRDArticlesOfAgreement-English.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Legal-Documents/Agreement_establishing_the_African_development_bank_-_2016_edition.pdf
https://docs.pca-cpa.org/2016/01/1899-Convention-FR.pdf
https://docs.pca-cpa.org/2016/01/1899-Convention-for-the-Pacific-Settlement-of-International-Disputes.pdf
https://docs.pca-cpa.org/2016/01/1907-Convention-FR.pdf
https://docs.pca-cpa.org/2016/01/bd7626f1-1907-convention-for-the-pacific-settlement-of-international-disputes.pdf
https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e71?p=emailA40t76Dw3GRwQ&d=/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e71
https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e71?p=emailA40t76Dw3GRwQ&d=/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e71
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/agr_priv_imm_en.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf
https://undocs.org/A/CN.4/764
https://pca-cpa.org/en/cases/
https://pca-cpa.org/en/about/the-peace-palace/history-of-the-peace-palace/
https://pca-cpa.org/en/about/the-peace-palace/history-of-the-peace-palace/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-91.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-91.html
https://www.itlos.org/en/main/jurisdiction/advisory-proceedings/
https://www.isa.org.jm/
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_en.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_en.pdf
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轄・紛争）で学ぶ）、国連特権免除条約 30 項のような規定が適用される場合は、その規定

を根拠に拘束力を有することとなる 17。さらに、そのように勧告的意見に拘束力を与え

る規定が適用されない場合（この場合の方がはるかに多い）であっても、「勧告的意見に示

される司法的見解は、判決において示されるそれに劣らない重みを持つ。それは、国際

法に関して権限を持つ国連の『主要司法機関』によって判決と同様に厳格かつ丁寧に形

成される見解だからである」18。 
 勧告的意見は、国際機構（の機関）が求めることのできるものであり（国連憲章 96 条）、

すなわち、勧告的意見を ICJ に要請するとの決定が国際機構によりなされることが前提

となる。すなわち、国際機構を「相手に」「訴える」ための手続として勧告的意見を利

用することは容易でない。というのも、当該国際機構（の機関）が勧告的意見を要請す

るという決定を採択するためには、当然ながら、それに賛同する国が当該機構内で多数

派にならねばならないからである。ある国際機構において何らかの決定がなされる場合、

当該機構構成国の多数派が当該決定を支持しているはずである。にもかかわらずその決

定は違法・無効だと考える国（＝当該機構内で少数派に属する国）が勧告的意見要請を主

張する場合、勧告的意見を要請するという決定も当該機構内で多数派を構成しないとで

きないのであるから、元々の決定に賛成した国（＝当該決定は合法・有効と考えているはず

の国）の中から、当該決定の違法・無効を国際司法裁判所に審理してもらうために勧告

的意見を要請することについて賛同してくれる国を集めてこなければならないことに

なる。それは、もちろん理論的にはあり得る話ではあり、実際にも、稀有な例として政

府間海上協議機関（IMCO。現、国際海事機関(IMO)）の海上安全委員会の構成に関する

 
汚染損害に対する契約者と保証国の義務と賠償責任」松井芳郎ほか（編）『21 世紀の国際法と

海洋法の課題』（東信堂、2016 年）338 頁。 

国連海洋法条約 191 条に明記されていない場合についても勧告的意見を発する権限があるかに

ついては争いがあるが、国際海洋法裁判所自身はそのような権限を有すると自認しており、実

際に気候変動に関する勧告的意見（日本語解説として、玉田大「気候変動に関する国際海洋法

裁判所の勧告的意見」有斐閣 Online ロージャーナル〔2025 年 2 月 27 日〕〔有斐閣 Online ロー

ジャーナルについては法図ページを参照〕、西本健太郎「気候変動に関する国連海洋法条約上の

義務」令和 6 年度重要判例解説 248 頁）などが下されている。この問題については、参照、兼

原敦子「ITLOS 大法廷が勧告的意見を出す管轄権の根拠」松井芳郎ほか編『21 世紀の国際法と

海洋法の課題』（東信堂、2016 年）438 頁、高柴優貴子「国際海洋法裁判所勧告的意見管轄権に

ついての一考察」岩沢雄司ほか編『国際法のダイナミズム』（有斐閣、2019 年）437 頁。 

17 詳細は、杉原高嶺『国際司法裁判制度』（有斐閣、1996 年）第 14 章七 2。 

18 Delimitation of the Maritime Boundary between Mauritius and Maldives in the Indian Ocean 
(Mauritius/Maldives), Preliminary Objections, ITLOS Judgment, 28 January 2021, para. 203. 参照、西

元宏治「貨幣用金原則の不適用と『領有権紛争』の不存在認定（インド洋海洋境界画定事件先

決的抗弁判決（モーリシャス対モルディブ）国際海洋法裁判所・特別裁判部 2021 年 1 月 28
日）」法律論叢 95 巻 1 号（2022 年）235 頁。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39%281%29-0639.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/43/043-19600608-ADV-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/43/043-19600608-ADV-01-00-BI.pdf
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB05268020
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB05268020
https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/request-for-an-advisory-opinion-submitted-by-the-commission-of-small-island-states-on-climate-change-and-international-law-request-for-advisory-opinion-submitted-to-the-tribunal/
https://yuhikaku.com/articles/-/27361
https://yuhikaku.com/articles/-/27361
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/lawlib/ja/resources/link#link5
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/dckey/2404
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB05268020
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB05268020
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB07220793
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW86288500
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/28/published/C28_PO_Judgment_20210128.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/28/published/C28_PO_Judgment_20210128.pdf
http://hdl.handle.net/10291/22649
http://hdl.handle.net/10291/22649
http://hdl.handle.net/10291/22649
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1960 年勧告的意見 19があるが、一般的に期待できることではない。また、第 2 部第 2 回

「権限」で扱った核兵器使用の合法性に関する勧告的意見（WHO 要請）は、WHO 内の

多数派は当該問題につき WHO が権限を有すると考えて勧告的意見を要請したものの、

ICJ が WHO のそのような権限を否定して勧告的意見の付与を拒否した例である。この

勧告的意見手続において WHO 内の少数派諸国は WHO の権限を否定する議論を改めて

展開しており、WHO の権限をめぐる WHO 構成国間の紛争が ICJ により審理され、少

数派が「勝訴」した稀な例と言える。 
 逆に、国際機構側が「原告」として国家に対して請求を提起するのに近い形で用いる

ことができる。その例がクマラスワミ勧告的意見 20であり、国連人権委員会特別報告者

たるクマラスワミ氏（マレーシア国籍）の発言について名誉毀損損害賠償訴訟がマレーシ

ア裁判所に多数提起されたことにつき、経済社会理事会 21が国連特権免除条約 30 項（お

よび国連憲章 96 条 2 項、国連総会決議 89(I)）に基づき勧告的意見を求め、国際司法裁判所

が同氏の免除が認められるとの勧告的意見を発してから 2 年後に、同氏に対して提起さ

れていた訴訟は却下あるいは取り下げにより終結した 22（類似の例として、既に扱った南

西アフリカ（ナミビア）に関する一連の勧告的意見や、国連経費勧告的意見）。 
 もちろん、国際機構が何らかの措置を執る前に、当該措置の法的根拠や措置の前提と

なる法的判断を明確化するために勧告的意見要請なされることもある（例、国連損害賠償

勧告的意見、WHO とエジプトとの協定の解釈勧告的意見 23。2025 年に下された気候変動に関す

る勧告的意見や、係属中の ILO87 号条約に関する勧告的意見要請もこの類型である）。 
  

以上 

 
19 波多野里望・松田幹夫（編著）『国際司法裁判所 判決と意見・第 1 巻（1948 年－1963 年）』

（国際書院、1999 年）451 頁［横田洋三］。 

20 杉原高嶺「人権委員会の特別報告者の訴訟免除に関する紛争」国際法外交雑誌 101 巻 4 号

（2003 年）49 頁。 

21 国連人権委員会は経済社会理事会の補助機関であった。参照、第 2 部第 3 回講義「内部構

造・意思決定手法」資料注 2。 

22 2 年間のいきさつにつき、Pieter H.F. Bekker, World Court Decisions at the Turn of the Millennium 
(1997-2001), Nijhoff, The Hague, 2002, pp. 166-172. 

23 波多野里望・尾﨑重義（編著）『国際司法裁判所 判決と意見・第 2 巻（1964 年-93 年）（国際

書院、1996 年）477 頁［波多野里望］。 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/43/043-19600608-ADV-01-00-BI.pdf
https://www.judicialintegritygroup.org/dato-param-cumaraswamy
https://undocs.org/a/res/89(i)
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/100/100-19990429-ADV-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/65/065-19801220-ADV-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/case/187/advisory-opinions
https://www.icj-cij.org/case/187/advisory-opinions
https://www.icj-cij.org/case/191/request-advisory-opinion
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW86291437
https://dl.ndl.go.jp/pid/11683546/1/26
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB01236017
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB01236017
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW86291437

